
死亡した野鳥などを発見した場合の対応について 

 

昨年秋から、死亡又は衰弱した野鳥から、鳥インフルエンザウイ

ルスが検出される事例が、国内の各地で報告されています。 

｢鳥インフルエンザウイルス｣は、多種類の鳥に感染すると言われ

ていますが、鳥から人への感染については、病気の鶏と近距離で濃

密に接触した場合などに限られ、これまで野鳥から人に感染した例

はありません。 

しかし、養鶏場などにこのウイルスが広がると、短期間に多くの

鶏が感染する可能性があります。 

このため、鳥インフルエンザウイルスに感染した野鳥を早期に発

見し、感染の拡大を防止することが大切です。 

 

★ もしも、木曽郡内で死亡したり衰弱した野鳥を発見した場合は、

最寄の町村役場か、木曽地方事務所林務課までご連絡ください。 

 

★ 死亡した鳥を素手で触らないようにしてください。 
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